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小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  

介 護 予 防 小 規 模 多 機 能 型 居 宅 介 護  

重 要 事 項 説 明 書 

＜令和 7 年 4 月 1 日 現在＞ 

     

 

あなた（またはあなたのご家族）が利用しようと考えておられる小規模多機能型

居宅介護サービスについて、契約を締結する前に知っていただきたい内容を説明い

たします。わかりにくいことがあれば、遠慮なく申し出てください。 

 

 

１ 事業所の概要 

（１）事業所の名称・所在地等 

事 業 所 名 より愛どころありがとう 

所 在 地 桜井市大字生田２３５番地 

事   業   者   名 

及 び 代 表 者 氏 名 

有限会社  より愛 

代表取締役  田口 英明 

管 理 者 氏 名 山下 正裕 

介護保険指定番号 
小規模多機能型居宅介護  

指定番号 2990600013 

電 話 / F A X 

 

0744-42-0089 / 0744-42-0890 

 

（２）事業の目的及び運営方針 

①事業の目的 

利用者が要介護、要支援状態になった場合、可能な限り住み慣れた地域で日常

生活を営むことができるよう、通い、訪問、宿泊を柔軟に組み合わせたサービス

を提供することを目的とします。 

 

②運営方針 

利用者が要介護、要支援状態になった場合、利用者の意思及び人格を尊重し、

住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、地域住民との交流や地域

活動への参加を図りつつ、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境

を踏まえて、通いサービス、訪問サービス、及び宿泊サービスを柔軟に組み合わ

せることにより、地域での暮らしを支援します。 

サービス実施に当たっては、桜井市、保健、医療、福祉サービス事業者、地域

住民との連携に努めます。 

上記の他「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」

に定める内容を遵守します。 

 

 



 

（３）主な職員の配置の状況 

職種 常勤 非常勤 業務内容 

管 理 者 1 名（兼務）  従事者及び業務の管理 

介 護 支 援 専 門 員 1 名（兼務）  介護計画の作成、相談業務 

看 護 職 員 1 名（専従） 1 名 
健康状態の把握、服薬管理、 

健康相談業務 

介 護 職 員 7 名（兼務） 14 名（兼務） 介護・相談業務 

  

☆職員の配置については、指定規準を遵守しています。 

 ☆職員は「小規模多機能型居宅介護施設」と「認知症対応型共同生活介護施設」 

  との行き来ができます。 

 

（４）登録定員  29 名   

  通いサービス定員  18 名／日   宿泊サービス定員  9 名／日 

 

（５）施設の概要 

居室・設備の種類 面積及び室数 

台所・食堂・ホール ５６．８７㎡ 

宿泊室 ５室（うち２室２人部屋） 

浴室 ２室（いずれも１人浴槽） 

相談室（兼事務室） １３，０㎡ 

 

 

２ 事業実施地域及び営業時間 

①実施地域  桜井市 

 ②営業日   年中無休（※12／30～1／3 を除く） 

③営業時間  ・ 通い 午前 9 時 00 分から午後 4 時 00 分 

      ・ 訪問 24 時間 

      ・ 宿泊 午後 4 時～翌日午前 9 時 

            

 

 

３ 当事業所が提供するサービスと利用料金 

  当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。 

  

（１）介護保険の給付の対象となるサービス 

以下のサービスについては、利用料金より自己負担額を差し引いた額が介護保険

から支給され、利用者の自己負担は、費用全体に利用者負担割合を乗じた金額とな

ります。ア～ウのサービスを具体的にそれぞれどのような頻度、内容で行うかにつ

いては、ご契約者と協議のうえ、小規模多機能型居宅介護計画に定めます。 



 

 

(ア) 通いサービス 

事業所のサービス拠点において、食事や入浴、排せつ等の日常生活に必要な支

援、介助を行います。 

 

〈送 迎〉 ・利用者の希望により、ご自宅と事業所間の送迎サービスを行います。 

  ※基本的には、医療機関への受診(付き添い)は、ご家族様でお願いします。 

 

 〈食 事〉 ・食事の提供及び食事の介助を行います。 

      ・調理場で利用者が調理することができます。 

      ・食事サービスの利用は任意です。 

 

 〈入 浴〉 ・入浴または清拭を行います。 

      ・入浴サービスの利用は任意です。 

 

 〈排せつ〉 ・利用者の状況に応じて適切な排泄の介助を行うとともに、排泄の自

立についても適切な援助、介助を行います。 

 

 〈健康面〉 ・日常生活動作の中での生活リハビリを通して身体機能低下を防止 

するよう努めます。 

・血圧測定等利用者の全身状態の把握を行います。 

 

 

(イ) 訪問サービス 

通いサービスを利用されない日でも、可能な限り、訪問サービスの提供、電話連

絡による見守り・安否確認を行う等、ご契約者の居宅における生活を支えるため

に適切なサービスを提供します。 

※基本的には、医療機関への受診(付き添い)は、ご家族様でお願いします。 

 

 

(ウ) 宿泊サービス 

事業所に宿泊していただき、食事，入浴、排せつ等の日常生活上の支援、介助を

行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

〈サービス利用料金〉 

ア 通い・訪問・宿泊（介護費用分）全てを含んだ一月単位の包括費用の額 

 

利用料金は 1 ヶ月ごとの包括費用（定期）です 

 

☆月ごとの包括料金ですので、契約者の体調不良や状態の変化等により小規模多機

能型居宅介護計画に定めた期日よりも利用が少なかった場合、または小規模多機

能型居宅介護計画書に定めた期日よりも多かった場合であっても、日割りでの割

引または増額はいたしません。 

 

☆ 月途中から登録した場合または月途中から登録を終了した場合には、登録した

期間に応じて日割りした料金をお支払いいただきます。なお、この場合の「登録

日」及び「登録終了日」とは、以下の日を指します。 

 登録日・・・利用者が当事業所と利用契約を結んだ日ではなく、通い、訪問、宿

泊のいずれかのサービスを実際に利用開始した日 

 登録終了日・・・利用者と当事業所の利用契約を終了した日 

 

☆ ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額

をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く

金額が介護保険から払い戻されます（償還払い）。 

 

☆ 介護保険からの給付額に変更があった場合、文書にてご説明させていただき、

変更された額に合わせて、ご契約者の負担額を変更します。 

 

 

 

 

 

 

 

要介護度 １．サービス料金 
２．介護保険から給付

される金額 

３．サービス利用にかか

る自己負担（１－３割） 

(1 割) 要支援１ ３５，０８６円 ３１，５７８円 ３，５０８円 

要支援２ ７０，９０４円  ６３，８１４円 ７，０９０円 

要介護１ １０６，３５８円   ９５，７２３円 １０，６３５円 

要介護２ １５６，３１３円 １４０，６８２円 １５，６３１円 

要介護３ ２２７，３９０円 ２０４，６５１円 ２２，７３９円 

要介護４ ２５０，９６４円 ２２５，８６８円 ２５，０９６円 

要介護５ ２７６，７１５円 ２４９，０４４円 ２７，６７１円 

【１割負担の場合】 



 

〈イ その他加算〉 

初期加算 ３１ 円/日（登録日を含め３０日以内） 

認知症加算（Ⅱ） ９０５ 円/月 

① 認知症介護実践リーダー研修修了者の適正配置 

② 認知症高齢者の認知症日常生活自立度Ⅲ以上の

者に対して専門的な認知症ケアを実施した場合 

③ 事業所の従業員に対して認知症ケアに関する留

意事項の伝達又は、技術的指導に係る会議を定期

的に開催 

看護職員配置加算（Ⅰ） ９１５ 円/月 

常勤かつ専従の看護師を 1 名以上配置している場合 

（ただし要支援は加算の対象にならない） 

総合マネジメント体制 

強化加算(Ⅰ) 

１，２２０ 円/月 

① 他職種共同により、ケアプランの随時適切な見直

しを行っていること 

② 地域における活動への参加の機会の確保ができ

ていること 

訪問体制強化加算 １，０１７ 円/月 

① 訪問サービスを担当する常勤の従業者を２名以

上配置していること 

② 算定月における訪問サービスの提供回数が延べ 

２００回以上であること 

サービス提供体制強化 

加算(Ⅱ) 

６５１ 円/月 

介護職員の内、介護福祉士の割合が５割以上である

こと 

介護職員処遇改善加算 利用者自己負担額全体の１４.９% 

  

 

※その他、加算が生じた場合、文書にてご説明させていただき、変更された額に 

 合わせて、ご契約者の負担額を変更します。介護保険 1 割負担金額は、目安です。 

自己負担額は利用者負担割合に応じた額となります。 

（地域区分計算の小数点以下は四捨五入で計算）＊桜井市：1 単位＝10.17 円 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス 

  以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

ア 食事の提供（食事代） 

  利用者に提供する食事に要する費用です。 

朝食：３７０円   昼食：７００円   夕食：６５０円 

 

イ 宿泊に要する費用 (私物には必ず名前の記入をお願いします。) 

 利用者に提供する宿泊サービスの宿泊に要する費用です。 

           1 泊 ４，０００円 

 

ウ 通常の事業の実施地域以外の利用者に対する送迎および交通費 

           1 ㎞ １００円 

 

エ 理美容代     実費  

オ おむつ代 ：紙オムツ     ９０円～  

       ：リハビリパンツ  ８０円～ 

       ：パット      ２５円～ 

カ 洗濯代      1 回 １００円 

原則として洗濯はご家族にお願いしていますが、汚染のためすぐに洗う必要のあ

る場合や、ご家族にやむを得ない事情がある場合の洗濯に要する費用です。 

 

キ その他必要経費  実費 

はぶらし、歯磨き粉、T 字カミソリ、個人専用のボックスティッシュペーパー等

日常生活において利用者が負担することが適当と認められるもの 

ク 複写物の交付   1 枚につき１０円 

ケ 写真の現像    ご契約者の希望があれば 1 枚につき３０円 

 

※経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する

ことがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、事前にご

説明します。 

 

 

（３）料金のお支払い方法 

 前記（１）（２）の料金・費用は、1 ヶ月ごとに計算し、翌月１３日迄に前月分の

請求をいたしますので、その月の２０日までにお支払ください。 

 

 ※基本的に銀行の自動引き落としでお支払いいただきますが、手続き上等の都合

により現金支払い又は、銀行振込みでお支払いいただく場合もございます。 

※銀行振込みの場合 

 

 

南都銀行桜井支店  

普通預金口座 口座番号 ０７５５３８６ 

口座名義 有限会社より愛 代表取締役 田口 英明 

※ 当施設の物品を 

使用された場合、実費請求 

金額は【別紙】参照 



 

（４）利用の中止、変更、追加について 

☆ 小規模多機能型居宅介護サービスは、小規模多機能型居宅介護計画に定められ

た内容を基本としつつ、ご契約者の様態、希望等を勘案し、適時適切に通い・訪

問・宿泊サービスを組み合わせて介護を提供するものです。 

☆ 利用当日の健康チェックの結果、体調の悪い場合は、サービスの全部または、

一部の提供を中止することがあります。その場合は、ご家族に連絡の上対応しま

す。また、利用中に体調が悪くなった場合、ご家族に連絡の上、必要に応じて速

やかに主治医に連絡をとり必要な措置を講じます。 

☆ 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、小規模多機能型居宅介護サービス

の利用を中止または変更、もしくは新たなサービスの利用を追加することができ

ます。この場合は、原則としてサービス実施日の一週間前までに(緊急時は除く)

事業者に申し出てください。 

なお、サービス利用の変更・追加の申し出に対して、できる限り体制を整え、

ご希望に添えるよう努めますが、事業所の稼動状況等の理由で、ご契約者の希望

する日時にサービスの提供ができない場合は，他の利用可能日時を提示し協議し

ます。 

 

（５）サービスの終了 

☆ サービス利用を終了したい場合、一週間前までにお申し出下さい。 

☆ 人員不足等こちらの事情により、サービスの提供を終了させていただく場合は、

終了の 1 か月前までに文書で通知いたします。 

☆ 長期入院された場合の取り扱いについて 

  ・前月に入院し、今月中に退院が決定していない場合には長期入院とし、入院

の翌月から登録が解除となります。 

  ・入院期間が 1 ヶ月を超えることにより、1 月間（月の初日から末日まで）サ

ービス利用がないことが見込まれる場合は長期入院となり、１ヶ月間サービ

ス利用がない月から登録の解除となります。 

  ・同月中に退院された場合、または前月に入院し今月中に退院することが決定

されている場合は短期入院となり、ご本人またはご家族が希望されれば登録

の継続が可能です。 

☆ 次の場合は、双方の通知がなくても、自動的にサービスを終了いたします。 

  ・介護保険施設に入所した場合     

・お亡くなりになった場合 

☆ その他 

  ・当事業所が正当な理由なくサービスを提供しない場合、守秘義務に反した場

合、あるいは利用者・ご家族に対して社会通念を逸脱する行為を行った場合

は、文書で解約を申し出ることにより即座にサービスを終了いたします。 

 

  ・利用料金のお支払いが、２か月以上遅延し催告したにもかかわらず支払われ

ない場合、又は利用者・ご家族などが当事業所のサービス従業者に対して本

契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、文書で通知する事により、

即座にサービスを終了させていただきます。 



 

 

（７）短期利用居宅介護・介護予防短期利用居宅介護について 

 ・当事業所は登録者以外の利用者が、本人の状態や家族等の事情により、指定居宅

支援事業所の介護支援専門員が、緊急に利用することが必要と認めた場合で、当

事業所の介護支援専門員が登録者に対する小規模多機能型居宅介護の提供に支

障がないと認めた場合に、登録定員の範囲内で空いている宿泊室等を利用し、短

期間の指定小規模多機能型居宅介護（以下「短期利用居宅介護」という。）を提

供します。 

 

 ・短期利用居宅介護において宿泊室を活用する場合については、登録者の宿泊サー

ビスの利用者と登録者以外の短期利用者の合計が、宿泊定員の範囲内で、空いて

いる宿泊室を利用するものであること。 

   

 ・利用期間は、あらかじめ７日以内（利用者の日常生活上の世話を行う家族等が疾

病等やむを得ない事情がある場合は 14 日以内）と定めています。 

 

 ・利用に当たっては、利用者を担当する指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員

が作成する居宅サービス計画の内容に沿い、事業所の介護支援専門員が小規模多

機能型居宅介護計画を作成し、その計画に従ってサービスを提供します。 

  短期利用居宅介護の利用料金（ 1 日につき ） 

 

 

＜サービス利用料金＞  

 

＜その他加算＞ 

 ・サービス提供体制強化加算 １日につき ２１４円（１割負担 ２１円） 

 ・介護職員処遇改善加算   １月につき所定単位数の １４.９％ 

  

＜介護保険外の料金＞ 小規模多機能型居宅介護の料金に準じます。 

 

要介護度 １．サービス料金 
２．介護保険から 

給付される金額 

３．サービス利用にか

かる自己負担（１－３

割） 

(1 割の場合) 要支援１ ４,３０２円 ３,８７２円 ４３０円 

要支援２ ５,３８０円 ４,８４２円 ５３８円 

要介護１ ５,７９７円 ５,２１７円   ５８０円 

要介護２ ６,４８８円 ５,８３９円   ６４９円 

要介護３  ７,１９０円 ６,４７１円   ７１９円 

要介護４  ７,８７２円 ７,０８５円   ７８７円 

要介護５ ８,５４３円 ７,６８９円   ８５４円 

【１割負担の場合】 



 

 

４ 秘密の保持と個人情報の保護について 

（１）利用者及びその家族に関する秘密の保持について 

当該事業所の職員及び職員であった者は、サービス提供をする上で知り得た利用

者及びその家族に関する秘密を、正当な理由なく第三者に漏らすことはありません。

この秘密を保持する義務は、契約が終了した後も継続します。 

（２）個人情報の使用・提供に関する注意事項について 

事業者は、前項の規定に関わらず、利用者及び家族の個人情報を以下のために、

必要最小限の範囲内で使用または提供します。 

 ○利用者に関わる居宅サービス計画および小規模多機能型居宅介護計画の立案や

円滑なサービス提供のために実施されるサービス担当者会議での情報提供。 

 ○介護支援専門員とサービス事業所との連絡調整。 

 ○利用者が医療サービスの利用を希望している場合及び主治医の意見を求める必

要がある場合。 

 ○利用者の容態の変化にともない、緊急連絡を必要とする場合。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

より愛どころありがとう 

個人情報に関する説明書及び同意書 

 

 

 

個人情報保護方針 

１． 個人情報に関する法令・規範の遵守 

２． 個人情報保護施策の強化 

３． 個人情報保護に関する意思統一の徹底 

４． 個人情報保護活動の継続的な改善・推進 

 

 

個人情報の利用目的 

１． 利用者様への介護サービス提供に必要な利用目的 

２． 上記以外の利用目的 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用者様  氏名         様  

 

 



 

個人情報保護方針 

 

 

現在、インターネット等のコンピューターネットワークの高度な発達により、情

報が多量かつ高速に伝播されるようになり、医療・介護・福祉に関連する情報をは

じめ、様々な情報が電子化され有効活用できる環境にあります。しかしながら、多

量かつ高速での情報が伝播できる環境は、そのまま情報リスクの高まりとなり、企

業、団体の保有する個人情報の取扱いに関して、安全かつ信頼のおける管理が求め

られることとなりました。 

このような背景に鑑み、ご利用者様及び、ご家族様の個人情報を適正に取扱うこ

とは、医療・介護・福祉サービスに関わる者として重大な責務であると考え、個人

情報の適正な取扱いの確保について次のように宣言致します。 

 

 

１． 個人情報に関する法令・規範の遵守 

業務上で個人情報の保護に関する法令及び行政機関等が定めた個人情報保護

に関する条例・規範・ガイドライン等を遵守します。 

 

 

２． 個人情報保護施策の強化 

個人情報が分散した形で蓄積利用される可能性を排除し、適切な個人情報の収

集、利用及び提供が行われる体制整備の向上を図るとともに、個人情報への不

正アクセス、紛失、破壊、改ざん及び漏洩の予防に努め、万一の問題発生時に

は速やかな是正対策を実施します。 

 

 

３． 個人情報保護に関する意思統一の徹底 

個人情報の取扱いに関する規定を明確にし、職員に周知徹底します。 

 

 

４． 個人情報保護活動の継続的な改善・推進 

自主的に的確な個人情報の保護措置が講じられるよう、個人情報の取扱いに関

する内部規定を定期的に見直し、これを遵守するとともに、職員の教育・研修

を徹底し推進致します。 

 

 

 

 

 

 



 

 

個人情報の利用目的 

より愛どころありがとう（以下当事業所）では、利用者様の尊厳を守り安全に配慮

するため、お預かりしている個人情報について、利用目的を以下のとおり定めます。 

 

 

１． 利用者様への介護サービスの提供に必要な利用目的 

（１） 当事業所内部での利用目的 

＊ 当事業所が利用者様等に提供する介護サービス 

＊ 介護保険事務 

＊ 介護サービスの利用者様に係る当事業所の管理運営業務のうち 

１．入退所等の管理 

２．会計・経理 

３．事故等の報告 

４．当該利用者様の介護・医療サービスの向上 

 

（２） 他の事業者等への情報提供を伴う利用目的 

＊ 当事業所が利用者様等に提供する介護サービスのうち 

１．利用者様に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅支援 

事所等との連携（サービス担当者会議等）、照会への回答 

２．利用者様の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

３．検体検査業務の委託その他の業務委託 

４．ご家族様への心身の状況説明 

 

＊ 介護保険事務のうち 

１．審査支払機関へのレセプトの提出 

２．審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

＊ 損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

 

 

２． 上記以外の利用目的 

（１）当事業所の内部での利用に係る利用目的 

＊ 当事業所の管理運営業務のうち 

１．医療・介護・福祉サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

２．当事業所において行われる学生の実習への協力 

３．当事業所において行われる事例研究 

 

（２）他の事業者等への情報提供に係る利用目的 

＊ 当事業所の管理運営業務のうち、外部監査及び評価機関への情報提供 

 



 

 

 

動画・写真利用に関する説明書 

 

 

個人情報の管理やプライバシーの保護は、非常に大切な問題です。 

より愛どころありがとうでは、利用者様の個人情報の管理やプライバシーの保護

に留意し、慎重に取扱っております。その為、以下の説明をお読みいただき、動画・

写真の利用に際し、利用目的をご理解いただいた上で同意をお願い致しております。 

 

 

【 説 明 】 

より愛どころありがとうにおける催し物等での写真撮影およびビデオ撮影で、貴方

が写っている画像をご利用させていただきたく、ご説明申し上げます。 

 

① 実践事例報告会等での利用 

日常の生活風景や治療経過等を写真やビデオ撮影させていただく事があります。 

その画像を実践事例報告会や病院への経過報告等に利用させていただきます。 

 

② 広報誌等での利用 

より愛どころありがとうが発行する広報誌や施設紹介等のパンフレットに、貴方の

写真（画像）を利用させていただきます。 

 

③ ホームページ等での利用 

より愛どころありがとうのホームページ等に、催し物等で撮影した貴方の写真（画

像）を利用させていただきます。 

 

④ 施設内掲示板での利用 

より愛どころありがとうの施設内掲示板に、催し物等で撮影した貴方の写真（画像）

を利用させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

  令和 6 年    月   日   

 

  説明者             

氏名            

 



 

個人情報に関する同意書 

 

私及び家族は、介護保険法及び個人情報保護法に基づく守秘義務に対して、私の

個人及び家族の情報を、個人情報保護方針に即した 個人情報の利用目的に限り、第

三者に提供することに同意します。また、下記の「情報提供に関する個別的な希望」

については、貴施設担当者等と相談の上、適切な対応を希望いたします。 

 

 

情報提供に関する個別的な希望 

 

□ ある 

 

 

 

 

 

 

□ ない 

 

 

 

 

より愛どころありがとう 

代表 田口 英明 殿 

 

 

 

 

令和   年   月   日   

 

利用者氏名        印   

 

親族代表者 

氏名         印   

 

 

 



 

５ 運営推進会議の設置 

  当事業所では、小規模多機能型居宅介護の提供にあたり、サービスの提供状況に 

ついて定期的に報告するとともに、その内容等についての評価、要望、助言を受け 

るため、下記のとおり運営推進会議を設置しています。 

 

 

 

 

 

６ サービス利用に関する苦情窓口 

「より愛どころありがとう」のサービスに関するご相談、苦情については次のとこ

ろへご連絡下さい。 

 

奈良県国民健康

保険団体連合会 

(０１２０)２１－６８９９（介護保険 指導相談係 苦情担当） 

(０７４４)２９－８３２６（介護保険 指導相談係 苦情担当） 

 

 

７ 緊急時の対応 

サービス提供中に容体の変化等があった場合は、ご利用者の主治医に連絡するとと

もに、緊急時連絡先に連絡し、必要な緊急の措置を行います。 

主治医氏名   
医 療 機

関名 

 

℡ （     ）   -  

主治医氏名   
医 療 機

関名 

 

℡ （        ）    - 

緊急時連絡先 

①  
 

自宅電話番号（     ）   - 

携帯電話番号   

勤務先電話番号（      ）  - 

勤務先名称 

 

 緊急時連絡先 

②  
  

自宅電話番号（    ）  - 

携帯電話番号   

勤務先電話番号（      ）  - 

勤務先名称 

 

 

※医療機関への定期的な受診付き添い、送迎はご家族様でお願いします。 

より愛どころ 

ありがとう 

相談窓口 

苦情担当者  山下 正裕 

電話  (０７４４)－４２－００８９  

FAX  (０７４４)－４２－０８９０ 

苦情箱 （１階玄関に設置） 

市 町 村 

相 談 窓 口 

桜井市粟殿４３２－１  介護保険係 

電話 (０７４４)４２－９１１１（内線２８６・２８７） 

＜運営推進会議＞ 

構成： 利用者、利用者のご家族、地域住民の代表者、桜井市地域包括センター職員、 

当事業所職員、有識者等 

開催：  ２ヶ月に１回  



 

８ 事故発生時の対応 

サービス提供中に事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬

送等の措置を講じ、速やかにご家族や保険者である桜井市に連絡を行います。 

また、事故の状況及び事故に際してとった処置について、記録するとともに、その

原因を解明し、再発防止に努めます。 

なお、当事業所の介護サービスにより、利用者に対して賠償すべき事故が発生した

場合は、速やかに損害賠償を行います。ただし、当施設の故意または過失によらない

場合は、この限りではありません。 

 

 

９ 非常災害時の対応 

非常時の対応 
別途定める「より愛どころありがとう 防災計画」にのっとり、 

対応を行います。 

避難訓練及び 

防災設備 

別途定める「より愛どころありがとう 防災計画」にのっとり、 

年 2 回地震、火災を想定した避難訓練を行います。 

設備名称 個数等 設備名称 個数等 

避難階段 １ヶ所 屋内消火器 あり 

誘導灯 ５ヶ所 自動火災報知機 全室 

漏電火災報知機 あり （連動して消防へ通報する設備あり） 

スプリンクラー 全室 ガス漏れ警報機 あり 

防災計画 
桜井消防署への届出 平成１８年１１月 １日 

防火管理者   山下 正裕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

重要事項説明の年月日 

 

この重要事項説明書の説明年月日 

令和   年   月   日   

 

  

小規模多機能型居宅介護サービス及び介護予防小規模多機能型居宅介護サービス

の提供に当たり、本書面に基づいて重要な事項の説明を行いました。 

 

 

事業者  所 在 地 奈良県桜井市大字生田 235 番地   

事業所名 有限会社 より愛  より愛どころありがとう 

   

代表者名 代表取締役   田口 英明   印 

 

 

説 明 者  氏 名              印  

  

 

 

 

 

  

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、小規模多機能型居宅介護サー

ビス及び介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの提供開始に同意しました。 

 

 

利用者                   

住 所  

 

 

氏 名              印 

 

 

代理人 （連帯保証人）                  

住 所  

          

 

氏 名                 印  

 

 



 

 

 

 

 


